
  

平成 31 年 3 月 

粕  屋  町 



はじめに 
 

  

 本町は、全国的に少子高齢化が進む中、若い世代が多く、今後

も人口増加が見込まれている元気な町です。 

 しかしながら、今後、悪性新生物や心疾患、脳血管疾患といっ

た生活習慣病による医療費の増加や介護等に関する費用の増加な

ど、様々な課題が出てくることが予想されます。 

住み慣れたこの粕屋町で、高齢になっても心身ともに健康で、

心豊かにいきいきと暮らしていくためには、働き世代や子どもの

頃からの健康づくりが大切です。 

 

 

 町では、第５次粕屋町総合計画を策定し、町の将来像「心かよいあうスマイルシティかすや」を

目指し、「誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち」を目標に健康づくり施策の充実に取り

組んでいます。 

  

 本計画は、第 2 期計画（上期）の中間評価と国や福岡県の健康づくりや食育に関わる動向など新

たな課題を踏まえて、生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進、若い世代への健康づくりに重点

を置き、健康増進計画とともに、食生活分野の計画である「食育推進計画」と総合的に策定してま

いりました。また、基本理念である「健やかで心豊かな町民であふれるまち」を目指し、町民の更

なる健康増進を目指していきます。 

 

 今後、町民の皆様に主体的に健康づくりに取り組んで頂くとともに、個人から家族、地域での活

動が広がることを期待しています。 

 

 最後になりましたが、計画策定にあたりまして、アンケート調査などを通じて貴重なご意見をい

ただいた町民の皆様ならびに関係機関、関係団体をはじめ、ご審議を賜りました粕屋町保健事業推

進協議会の委員の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 

 平成３１年３月 

粕屋町長 箱田 彰  
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第 章    計画の策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の趣旨・目的 

我が国においては、生活水準の向上や社会保障制度の充実、医療技術の進歩等によ

り平均寿命が飛躍的に延びました。しかしながら、食生活の欧米化や長時間労働、共

働きの核家族世帯の増加、運動不足など様々な要因が重なり、疾病全体に占める悪性

新生物（がん）、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病を抱える人が増加

しています。今後、さらに高齢化が進展し、生活習慣病の増加により、医療や介護に

かかる負担が年々増加していくことが予測されており、健康で自立した生活を送るこ

とができる健康寿命の延伸が求められています。 

そのようななか、国においては、健康寿命の延伸をめざし、2000 年（平成 12 年）

に「健康日本 21」を策定し、2013 年度（平成 25 年度）には、「健康日本２１（第

２次）」が施行され、健康づくり運動を展開しています。 

福岡県においては、2002 年度（平成 14 年度）２月に「福岡県健康づくり基本指

針（いきいき健康ふくおか 21）」が策定されました。2013 年度（平成 25 年度）3

月には、新たな「福岡県健康増進計画（いきいき健康ふくおか２１）」を策定し、「県

民一人ひとりが、地域の中でともに支えあい、健やかでこころ豊かに過ごせ、長生き

してよかったと実感できる社会の実現」を基本理念として、健康づくりを推進してい

ます。 

粕屋町においては、2003 年度（平成 15 年度）３月に「健康かすや２１」、2013

年度（平成 25 年度）３月には「健康かすや 21（第２次）」（以下現計画）を策定し、

国の基本方針や福岡県の計画との整合を図りながら、町民一人ひとりの自発的な健康

づくりを支援しています。 

この度、現計画の中間年度をむかえることから、粕屋町におけるこれまでの取組を

評価し、国や福岡県の健康づくりや食育に関わる動向など、新たな課題をふまえて、

健康づくりを効果的に推進し、更なる町民の健康の増進を図るために【後期計画】を

策定しました。また、本計画は食生活分野の計画である「粕屋町食育推進計画」を一

体的に策定します。 
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 ２ 社会全体で推進する計画 

個人の努力だけでは難しい健康づくりも、社会全体で協力、連携することですすめ

やすくなります。健康づくりの推進には、個人、地域、関係機関等がそれぞれの役割

に応じた役割分担と連携を図ることが必要です。 

本計画は、町民一人ひとりの健康を社会全体で支援するという考え方のもと、行政

機関のみならず、さまざまな関係機関との連携を強め、豊かなまちづくりを目指し、

個人の健康づくりを支援し、社会全体で推進していく計画をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法第８条第２項の規定に基づく市町村健康増進計画に位置づけ

られます。また、食育基本法第 18 条に基づく市町村食育推進計画としても位置づけ

られます。 

本計画は、「粕屋町総合計画」を上位計画とし、関連諸計画である「粕屋町保健業実

施計画（データヘルス計画）」「粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」「粕屋町障

がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」「粕屋町子ども・子育て支援事業計

画」等との整合・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕屋町総合計画 

【 国 】 

・健康日本２１ 
・食育推進基本計画 

○ 

健
康
か
す
や
21 

（
第
２
期
）
【
後
期
計
画
】 

○ 

粕
屋
町
食
育
推
進
計
画 

【 その他の関連計画 】 

・粕屋町保健業実施計画 

（データヘルス計画） 

・粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業 

計画 

・粕屋町障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画 

・粕屋町子ども・子育て支援事業計画 

など

連携【 県 】 

・いきいき健康ふくおか２１ 
・福岡県食育・地産地消推進
計画 連携 

連携 

連携・整合 連携・整合 
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 ４ 計画の期間 

本計画は、2014 年度（平成 26 年度）から 2023 年度までの 10 年間を実施期

間としています。2018 年度（平成 30 年度）はその中間年度であるため、現時点で

の活動の中間評価を行い、計画最終年度に向けて、2019 年度から 2023 年度の方

向性や、目標値などを設定します。後期計画の計画期間は、2019 年度から 2023

年度までの５年間とします。 

 
 

2014 年度 
（平成26年度） 

2015 年度
（平成27年度）

2016 年度 
（平成28年度） 

2017 年度
（平成29年度）

2018 年度
（平成30年度）

2019 年度
（平成31年度）

2020 年度
（平成32年度）

2021 年度 

（平成33年度） 

2022 年度 
（平成34年度） 

2023 年度
（平成35年度）

          

 
 
 
 
 
  

第５次粕屋町総合計画（～2025 年度） 

健康かすや 21（第２期）【前期計画】
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 ５ 計画の策定方法 

（１）粕屋町健康に関するアンケート調査の実施 

「健康かすや 21（第 2 期）【後期計画】」の策定にあたり、普段の生活習慣や健康

状況に関して調査分析を行うことにより、数値目標の設定等、計画策定の基礎資料と

するため、アンケート調査を実施しました。 

 

調査の概要 

 

調査対象者 20 歳～85 歳までの粕屋町在住の方を無作為抽出 

調査対象者数 2,000 人 

調査時期 2018 年（平成 30 年）10 月５日から 2018 年（平成 30 年）10 月 22 日 

調査方法 郵送による配布・回収 

回収数 600 通 

回収率 30.0％ 

 

 

 

（２）粕屋町保健事業計画推進協議会の開催 

「健康かすや 21（第 2 期）【後期計画】」の策定にあたり、学識経験者、保健・医

療・福祉関係者、一般住民等の委員で構成される「粕屋町保健事業計画推進協議会」

で、計画策定に関する審議を行いました。 

 

回 開催日 審議内容 

第１回 
2018 年（平成 30 年）
6月 28 日 

○健康かすや２１について 

○平成 30 年度活動計画について 

第２回 
2018 年（平成 30 年）
11 月 27 日 

○健康かすや２１中間評価 アンケート結果
報告・課題について 

○骨子案について 

第３回 
2019 年（平成 31 年）

2月  日 

○＊＊＊＊＊ 

○＊＊＊＊＊ 
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６ 計画の推進体制 

本計画を推進するためには、住民、地域及び行政が共通の認識のもと連携し、取り

組むことが必要です。 

計画内容を町のホームページや広報、健康教室等の各種事業で住民、地域に周知を

図るとともに、行政内部においては、関係各課が連携し、計画を推進する体制を整備

していきます。 

 

 

７ 計画の進行管理 

計画で設定した指標や取組み内容について、ＰＤＣＡサイクルによる点検・評価を

行い、継続的に計画の進捗管理をしていく必要があります。このため、保健事業計画

推進協議会において、計画の進捗状況について報告し、協議を行います。また、必要

に応じて具体的な事業内容や数値目標の検討・見直しを行っていきます。 

数値目標達成状況の評価については、実績値による評価が可能な項目に関して、毎

年度、実績値による評価を行います。また、本計画の期間が終了する 2023 年度には、

必要な調査をし計画の評価を行うものとします。 

さらに、住民が健康づくりについて理解を深め、目標の達成に向けてさらなる取り

組みを進めることができるよう、計画の推進状況・評価結果については、適宜公開し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐlan 
（計画） 

計画の策定・ 
事業の企画 

Ｄo 
（実施） 

事業の実施 

Ａction 
（改善） 

事業・目標の 
見直し 

Ｃheck 
（評価） 

事業・計画の 
評価 
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第 章    粕屋町の現状 

 

１ 町の概況 

粕屋町は、福岡県の北西部に位置し、西に福岡市、北に久山町、東に篠栗町・須恵

町、南に志免町と１市４町に隣接しています。面積は、14.12 平方キロメートルで、

県内では比較的小さな町です。 

また、ＪＲ篠栗線（福北ゆたか線）とＪＲ香椎線、一般国道 201 号、福岡都市高

速道路４号線、九州自動車道が走る交通利便性の高い町です。 

九州最大の都市・福岡市とアクセスは、ＪＲ博多駅まで約 10 分、福岡空港まで車

で約 10 分です。福岡市やインターに隣接していることから、流通業務関連の開発が

進んでいます。 

町の産業について、2015 年（平成 27 年）国勢調査では第３次産業従事者が約

80％を占めています。また、一部において花卉やブロッコリーなどの都市近郊農業も

行われています。 

 

 

（１）総人口・年齢３区分別人口の推移 

総人口の推移をみると、年々増加しており、1995 年（平成７年）から 2015 年

（平成 27 年）にかけて 13,822 人増加し、2015 年（平成 27 年）では 45,269

人となっています。また、年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（０～14 歳）、

生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口（65 歳以上）のいずれも増加しています。 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

5,834 5,871 6,360 7,572 8,503

22,241 24,777 26,283
28,007 29,125

3,372
4,146

5,032
6,190

7,641

31,447 
34,794 

37,675 
41,769 

45,269 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1995年

（平成７年）

2000年

（平成12年）

2005年

（平成17年）

2010年

（平成22年）

2015年

（平成27年）

(人)

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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（２）人口構造の現状 

人口構造をみると、男女ともに 30～40 歳代（団塊ジュニア世代）が多くなってい

ます。また、福岡県と比べ、男女ともに０～９歳、30～44 歳の人口割合が高く、子

育て世代が多いことがうかがえます。 
 

粕屋町人口構造（2015 年（平成 27 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

福岡県人口構造（2015 年（平成 27 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査

1,646

1,457

1,201

981

957

1,305

1,896

2,187

2,305

1,596

1,210

1,106

1,143

1,228

852

629

359

195

63

01,0002,0003,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

1,560

1,447

1,192

958

963

1,420

1,968

2,152

2,126

1,440

1,181

1,023

1,208

1,312

980

800

593

384

246

0 1,000 2,000 3,000
（人）

112,983

116,318

116,644

128,231

125,322

125,008

146,688

164,811

183,083

155,198

143,231

146,876

170,425

183,091

129,862

100,214

72,511

39,026

15,658

0100,000200,000300,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

107,611

111,062

111,427

123,231

127,063

134,465

155,718

172,601

190,248

166,991

156,089

158,319

184,257

204,703

159,403

138,918

120,202

83,493

57,683

0 100,000 200,000 300,000
（人）

【
男
性
】 

【
女
性
】 

【
男
性
】 

【
女
性
】 
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（３）自然動態、社会動態 

自然動態、社会動態の推移をみると、2015 年度（平成 27 年度）以降、出生が

死亡を上回り、また転入が転出を上回り、人口増加につながっています。 

 

自然動態、社会動態の推移 

単位：人 

 

2013 年度 
（平成25年度） 

2014 年度 
（平成26年度）

2015 年度 
（平成27年度）

2016 年度 
（平成28年度） 

2017 年度 
（平成29年度）

自然動態 474 368 400 317 439

社会動態 515 △82 173 575 181

資料：町勢要覧（各年度末現在） 

 

 

（４）世帯状況の推移 

世帯状況の推移をみると、一般世帯、核家族世帯ともに増加しており、2015 年（平

成 27 年）では一般世帯は 17,995 世帯、核家族世帯は 11,254 世帯となっていま

す。一方、１世帯あたり人員は減少しており、2015 年（平成 27 年）では 2.52 人

となっています。 

 

世帯状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

10,493

12,620 14,098

16,220 17,995

6,770

7,871
8,711

10,201
11,254
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（人）(世帯)

一般世帯数 核家族世帯 １世帯あたり人員
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（５）出生の推移 

出生率の推移をみると、減少傾向にあり、2016 年度（平成 28 年度）では 13.8

となっていますが、全国、福岡県と比べ、高い数値で推移しています。 

 

出生率（人口千対）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：保健統計年報（粕屋町、福岡県）、人口動態統計（全国） 

 

 

（６）高齢化率の比較 

粕屋町の年齢３区分人口割合をみると、65 歳以上の人口割合は、全国及び福岡県

と比べ低く、16.9％となっています。 

 

年齢３区分人口割合（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：国勢調査 
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（７）年齢調整死亡率の推移 

本町の年齢調整死亡率は、減少傾向にありますが、近年では県よりやや高い状況で

す。 

全死因の年齢調整死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福岡県保健環境研究所  

 

２ 健康指標の現状 

（１）平均寿命と健康寿命 

平均寿命とは「生まれてから亡くなるまでの期間」であるのに対し、健康寿命とは

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」となっています。 

粕屋町では、平均寿命は男 78.9 歳、女 86.3 歳に対し、健康寿命は男 65.0 歳、

女 67.6 歳で平均寿命と健康寿命の差が 13～18 歳ほどとなっています。国・県・同

規模平均と比較して大きな差はみられません。 

 

 

平成 29 年度 平均寿命と健康寿命の比較 

 

 粕屋町 県 国 
同規模 
市町村 

平均寿命 
男 78.9 79.3 79.6 79.7

女 86.3 86.5 86.4 86.5

健康寿命 
男 65 65.2 65.2 65.4

女 67.6 66.9 66.8 66.9

資料：KDB 
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（２）死亡原因となっている疾患 

死因別死亡の状況をみると、悪性新生物が最も多く、31.0％となっています、次い

で心疾患が 9.4％、肺炎が 9.1％となっています。また、福岡県に比べ、悪性新生物、

脳血管疾患、腎不全の割合がやや高くなっています。人口 10 万対でみると、福岡県

に比べ、腎不全を除く全ての死因で数値が低くなっています。 

 

死因別死亡の状況（2016 年度（平成 28 年度）、福岡県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死因別死亡の状況（2016 年度（平成 28 年度）、福岡県との比較） 

 

  

 

福岡県 粕屋町 

H22 年度 H28 年度 H22 年度 H28 年度 

人 
人口 

10 万対 
人 

人口 

10 万対
人 

人口 

10 万対 
人 

人口 

10 万対

悪性新生物 14,769  291.2 15,531 304.1 89 211.9 85 184.4

心疾患 5,791  114.2 5,788 113.3 33 78.6 28 60.7

肺炎 5,076  100.1 5,133 100.5 29 69.1 25 54.2

脳血管疾患 4,316  85.1 3,830 75 26 61.9 23 49.9

老衰 1,116  22.0 2,468 48.3 3 7.1 14 30.4

不慮の事故 1,724  34.0 1,701 33.3 7 16.7 5 10.8

腎不全 932  18.4 941 18.4 11 26.2 11 23.9

自殺 1,153  22.7 825 16.2 6 14.3 3 6.5

糖尿病 581  11.5 550 10.8 3 7.1 1 2.2

肝疾患 627  12.4 619 12.1 7 16.7 2 4.3

その他 200  3.9 13,620 266.7 2 4.8 77 167

資料：保健統計年報 
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悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の年齢調整死亡率を見ると、福岡県と比べ心疾

患が全体的に高い傾向にあります。平成 27 年度は、悪性新生物、心疾患、脳血管

疾患のすべてにおいて福岡県と比べて高くなっています。 

 
 
 

悪性新生物（がん）の年齢調整死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福岡県保健環境研究所  

 

 

 

心疾患の年齢調整死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：福岡県保健環境研究所  
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脳血管疾患の年齢調整死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：福岡県保健環境研究所  
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（２）医療費の状況 

2017 年（平成 29 年）５月診療分の疾病別診療費をみると、総額は約 2 億 1,165

万円となっています。また、糖尿病や高血圧性疾患といった生活習慣病が上位を占め

ています。入院の診療費 1 位の「精神疾患のうち統合失調症等」、2 位の「その他の

悪性新生物」は診療費の多くを占めており、入院・外来の合計でも 1 位・2 位となっ

ています。 

 

2017 年（平成 29 年）５月診療分の疾病別診療費 入院・外来の合計（中分類 上位 10 位） 

単位：円 

順位 疾病名 診療費 

１位 精神疾患のうち統合失調症等 ※ 15,535,300

２位 その他の悪性新生物 14,228,810

３位 腎不全 10,706,950

４位 糖尿病 10,066,660

５位 高血圧性疾患 8,427,350

６位 炎症性多発性関節障害 7,917,360

７位 その他の心疾患 7,686,690

８位 その他の内分泌、栄養及び代謝障害 6,900,320

９位 その他の消化器系の疾患 6,503,850

10 位 その他の眼及び付属器の疾患 6,475,510

※統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 

 

【入院】                  【外来】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：KDB システム医療費分析（２）大・中・細小分類

（円）

精神疾患のうち
統合失調症等

その他の
悪性新生物

その他の心疾患

骨折

気管、気管支及び
肺の悪性新生物

炎症性多発性
関節障害

その他の損傷及び
その他外因の影響

腎不全

脊椎障害
（脊椎症を含む）

結腸の悪性新生物

13,258,320 

12,252,960 

5,398,850 

4,692,450 

4,441,410 

4,410,470 

4,120,370 

3,767,100 

2,859,550 

2,567,840 

0 10,000,000 20,000,000

（円）

糖尿病

高血圧性疾患

腎不全

その他の内分泌、
栄養及び代謝障害

その他の眼及び
付属器の疾患

その他の
消化器系の疾患

ウイルス肝炎

炎症性多発性
関節障害

喘息

その他の
神経系の疾患

9,198,970 

8,203,770 

6,939,850 

6,657,970 

5,837,030 

4,156,050 

3,692,030 

3,506,890 

2,927,640 

2,655,370 

0 10,000,000 20,000,000
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（３）特定健康診査（特定健診）の受診率の推移 

特定健康診査（特定健診）の受診率の推移をみると、増加傾向にあり、2017 年度

（平成 29 年度）では 39.9％となっています。また、福岡県と比べ、受診率は高く

なっています。 

特定健康診査（特定健診）の受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：法廷報告 

特定健康診査（特定健診）の受診率の推移 

単位：人、％ 

 

2013 年度 
（平成25年度） 

2014 年度 
（平成26年度）

2015 年度 
（平成27年度）

2016 年度 
（平成28年度） 

2017 年度 
（平成29年度）

対象者数 5,193 5,175 5,053 4,921 4,727

受診者数 1,801 1,899 1,995 1,966 1,885

受診率 34.7 36.7 39.5 40.0 39.9

資料：粕屋町保健事業実施計画（第２期データヘルス計画） 

 

（４）３０代基本健診の受診率の推移 

30 代基本健診は粕屋町の独自事業で、30～39 歳の住民であれば保険に関係なく

実施しています。受診率の推移は以下の通りです。年度ごとに差があるものの３～４％

程度の受診率で推移しています。 

３０代基本健診の受診率の推移 

単位：人、％ 

  

 

2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

(平成 25 年度) (平成 26 年度) (平成 27 年度) (平成 28 年度) (平成 29 年度)

対象者数 8,306 8,288 8,063 7,812 7,752

受診者数 305 373 283 201 258

受診率 3.7 4.5 3.4 2.6 3.3 

                                資料：健康づくり課資料 

粕屋町 福岡県
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（５）国保特定健診の有所見者割合 

国保特定健診の有所見者割合をみると、男女ともにＨｂＡ１ｃで有所見者割合が高

く、男性では 59.2％、女性では 60.8％となっています。次いで、男性では腹囲が

55.3％、ＬＤＬコレステロールが48.9％、女性ではＬＤＬコレステロールが53.1％、

収縮期血圧が 34.7％となっています。 

 

国保特定健診の有所見者割合（男性、2017 年度（平成 29 年度）） 

単位：人、％ 

 

受
診
者 

腹囲 BMI※１ 
ＨｂＡ1ｃ

※２ 

ＬＤＬ 

※３ 
収縮期血圧 中性脂肪 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

40～ 
49 歳 

117 53 45.3 38 32.5 44 37.6 72 61.5 26 22.2 28 23.9 

50～ 
59 歳 

111 67 60.4 37 33.3 59 53.2 62 55.9 40 36.0 36 32.4 

60～ 
69 歳 

351 194 55.3 88 25.1 230 65.5 158 45.0 170 48.4 89 25.4 

70～ 
74 歳 

247 143 57.9 64 25.9 156 63.2 112 45.3 126 51.0 56 22.7 

総数 826 457 55.3 227 27.5 489 59.2 404 48.9 362 43.8 209 25.3 

国保特定健診の有所見者割合（女性、2017 年度（平成 29 年度）） 

単位：人、％ 

 

受
診
者 

腹囲 BMI ＨｂＡ1ｃ ＬＤＬ 収縮期血圧 中性脂肪 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

40～ 
49 歳 

126 13 10.3 26 20.6 35 27.8 50 39.7 10 7.9 12 9.5 

50～ 
59 歳 

118 14 11.9 22 18.6 64 54.2 62 52.5 29 24.6 15 12.7 

60～ 
69 歳 

481 90 18.7 97 20.2 328 68.2 286 59.5 168 34.9 62 12.9 

70～ 
74 歳 

342 62 18.1 67 19.6 222 64.9 169 49.4 163 47.7 47 13.7 

総数 1,067 179 16.8 212 19.9 649 60.8 567 53.1 370 34.7 136 12.7 

資料：KDB システム厚生労働省様式（様式５－２） 

 

※1：BMI とは、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される体格指数です。18.5 未満を「低体重」、

25 以上を「肥満」としています。 

※2：HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）とは、赤血球中のヘモグロビンのうち、どれくらいの割

合が糖と結合しているかを示します。過去 1～2か月間の血糖値の平均を反映するため、血糖

コントロールの状態を知るめやすとなります。 

※3：LDL-col（LDL コレステロール）は、細胞膜やホルモンの原料であり、肝臓から全身の細胞に

運ばれます。この量が多いと、血管の壁に溜まって動脈硬化を促進させるため、別名「悪玉

コレステロール」と呼ばれています。  
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（６）がん検診の受診率の推移 

がん検診の受診率をみると、いずれも減少傾向にあるものの、2013 年度（平成

25 年度）と比べ、2017 年度（平成 29 年度）では子宮頸がん検診以外の検診で増

加しており、胃がん検診は 19.8％、肺がん検診は 25.8％、大腸がん検診は 26.2％、

子宮頸がん検診は 21.9％、乳がん検診は 35.8％となっています。 

 

がん検診の受診者数の推移 

 

  
2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

（平成 25 年度）（平成 26 年度）（平成 27 年度）（平成 28 年度） （平成 29 年度）

胃がん 

対象者数 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971

受診 
者数 

集団 1,715 1,844 1,832 1,760 1,568

個別 10 10 10 14 206

受診率 19.2 20.7 20.5 19.8 19.8 

肺がん 

対象者数 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971

受診 
者数 

集団 2,131 2,368 2,511 2,448 2,292

個別 9 7 9 10 26

受診率 23.9 26.5 28.1 27.3 25.8 

大腸 

がん 

対象者数 8,971 (2,875) 8,971 (3,000) 8,971 (2,950) 8,971 8,971

受診 
者数 

集団 2,110 (320) 2,320 (312) 2,463 (363) 2,400 2,243

個別 62 (56) 47 (41) 64 (55) 14 111

受診率 24.2 (13) 26.4 (12) 28.2 (14) 26.9 26.2 

子宮 

頸がん 

対象者数 8,813 (1720) 8,813 (4474) 8,813 (2,209) 8,813 (1,154) 8,813 (190)

受診 
者数 

集団 976 (202) 910 (137) 896 (60) 944 (46) 806 (1)

個別 256 (256) 686 (686) 247 (247) 165 (165) 15 (15)

受診率 27.2 (27) 31.7 (18) 31.1 (14) 25.5 (18) 21.9 (8)

乳がん 

対象者数 5,712 (1,388) 5,712 (3,100) 5,712 (1,811) 5,712 (1,045) 5,712 (431)

受診 
者数 

集団 956 (270) 947 (203) 1,012 (174) 1,011 (105) 956 (73)

個別 116 (116) 167 (167) 125 (125) 108 (108) 61 (61)

受診率 33.2 (28) 36.3 (12) 37.9 (17) 38.0 (20) 35.8 (31)

※（   ）は、がん検診推進事業（無料クーポン）対象者 

※健康づくり課資料 

※H29 年度の胃がん検診（個別）から内視鏡検査を含む 
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がん検診の受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康づくり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胃がん 肺がん 大腸がん

子宮頸がん 乳がん



 
19 

 

第 章    第２次計画の中間評価 

 

 

１ 健康かすや２１（第２期）計画の中間評価 

平成 25 年度に策定した「健康かすや 21（第２期）」では、「健やかで心豊かな町

民であふれるまち」の実現に向けて、分野ごとに、改善が必要な項目を整理し、それ

ぞれの項目について平成 35 年度までの目標値を設定しました。計画策定から５年を

迎えたことから、基準値（平成 25 年度）と中間値（平成 30 年度）を比較し、以下

の基準により判定を行いました。 

 

 

 

目標値の評価の基準 

 

評価 基 準 

Ａ 目標を達成 

Ｂ 基準値より改善したもの   改善率：10％以上 

Ｃ 基準値より変化がないもの  改善率：-10％以上～10％未満 

Ｄ 基準値より悪化したもの   改善率：-10％未満 

Ｅ 基準の変更により判定できないもの 
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（１） 第２次計画の中間評価 

 

 目標指標 対象 
現状値 中間値 目標値 

評価
(平成 25 年度) (平成 30 年度) (平成 35年度)

健
康
づ
く
り 

 

健康かすや２１の認知度 20 歳以上 37.0% 28.4% 45% Ｄ 

特定健康診査の受診率 40～74 歳 35.5%
Ｈ29：
39.9％

60% Ｂ 

胃がん検診の受診率 40 歳以上 20.3%
Ｈ29：
19.8％

35% Ｃ 

肺がん検診の受診率 40 歳以上 23.4%
Ｈ29：
25.8％

35% Ｂ 

大腸がん検診の受診率 40 歳以上 23.6%
Ｈ29：
26.2％

35% Ｂ 

子宮頸がん検診の受診率 20 歳以上 28.0%
Ｈ29：
21.9％

35% Ｄ 

乳がん検診の受診率 40 歳以上 31.6%
Ｈ29：
35.8％

40% Ｂ 

栄
養
・
食
生
活 

 

朝食を欠食する人の減少
※ 

20 歳以上 18.4% 24.5% 15% Ｄ 

自分の食生活に問題があ
ると思う人のうち、食生
活の改善意欲のある人の
増加 

男性 
66.3% 70.8% 70% Ａ 

（20 歳以上）

女性 
81.7% 79.0% 85% Ｄ 

（20 歳以上）

甘味飲料をほぼ毎日飲む
人の減少※ 

20～40歳代 22.8% 23.9% 20% Ｄ 

主食・主菜・副菜を組み
合わせた食事が 1日 2回
以上のことがほぼ毎日で
あるの人の増加 

20 歳以上 57.4% 49.5% 65% Ｄ 

身
体
活
動
・
運
動 

 

運動習慣のある人の増加
「週 1日以上、1回 30 分
以上、1 年以上継続して
運動している」 

男性 
15.1% 34.0% 20% Ａ 

（20～64 歳）

女性 
28.7% 15.8% 30% Ｄ 

（20～64 歳）

男性 
35.0% 41.2% 40% Ａ 

（65 歳以上）

女性 
29.4% 47.4% 40% Ａ 

（65 歳以上）

タ
バ
コ
・ 

ア
ル
コ
ー
ル 

 

喫煙率の減少※ 20 歳以上 18.4% 22.8% 15% Ｄ 

COPD の認知度 20 歳以上 23.6% 21.0% 50% Ｃ 

生活習慣病のリスクを高
める量を飲酒している者
の割合の減少※ 

男性 
23.4% 16.8% 15% Ｂ 

（20 歳以上）

女性 
8.9% 8.0% 5% Ｂ 

（20 歳以上）

歯
・
口
腔

の
健
康

 定期的な歯石除去や歯面
清掃を受ける人の増加 

20 歳以上 37.6% 39.3% 50% Ｂ 

休
養
・ 

こ
こ
ろ

の
健
康 

睡眠による休養を十分と
れていない者の割合の減
少※ 

20 歳以上 28.3% 28.3% 20% Ｃ 

※注）「〇〇する人の減少」の場合、「〇〇する人」の割合を数値化しています。 
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第 章    計画の推進 

 

 

１ めざす姿 

町民一人ひとりがいきいきと心豊かに暮らし、社会に貢献し自己実現を果たすこと

のできる生活を送ることを目標とし、現行計画で掲げためざす姿「健やかで心豊かな

町民であふれるまち」を踏襲します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組の指針 

平成 30 年に福岡県健康増進計画（いきいき健康ふくおか２１）においても、中間

見直しが行われ、「主要な生活習慣病の早期発見、発症予防と重症化予防の推進」、「ラ

イフステージに応じた健康づくりの推進」が基本的方向として位置付けられています。

また、今回実施した町の中間評価のアンケートでは、20 代～30 代の女性に健康づく

りに関する課題があることがわかりました。本計画（後期計画）からは、「健やかで心

豊かな町民であふれる町」の基本理念のもとに、今まで取り組んできた「健康づくり」、

「栄養・食生活」、「身体活動・運動」、「タバコ・アルコール」、「歯・口腔の健康」、「休

養・こころの健康」６分野の指針として、次の６つの取組を掲げ、計画を推進してい

きます。 
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（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

生活習慣病の予防には、日頃から町民一人ひとりが自らの健康状態に関心を持ち、

健康管理を行っていくことが重要です。本町では、悪性新生物（がん）、循環器疾患、

心疾患などの生活習慣病に起因する疾患の死亡割合が約半分を占めています。生活習

慣病に対処するため、日ごろからよりよい生活習慣を身につけるとともに、定期的に

健（検）診を受診し、早期発見・早期治療し、自らの健康状態を把握することが重要

です。 

また、健診や保健指導を利用し、生活習慣病の発症予防に努めるとともに、発症し

た時には速やかに受診すること、合併症を防ぐための重症化予防を図る対策を進めま

す。 

 

（２）２０代～３０代への健康づくり 

本町では、若い世代が多く、今回実施したアンケートでは、20 代～30 代女性の健

康づくりに関する課題があることがわかりました。この中には、子育て世代や今後子

育てをする方が多く含まれると考えられます。子育て世帯については、共働き家庭や

核家族も増加しており、親の食習慣が子どもに影響が及ぶことが考えられ、健診など

の場面を用いて働きかけていく必要があります。 

 

（３）ライフステージに応じた健康づくり 

健康づくりや食育増進を図るためには、性別やライフステージに応じて抱える課題

が異なるため、ニーズに応じた健康づくり活動の支援が必要になります。乳幼児から

高齢者まですべての住民が健康になるための支援が必要です。 

 

（４）地域のつながりを活用した健康づくり 

個人の努力だけでは難しい健康づくりも、社会全体で協力、連携することで進めや

すくなります。健康づくりの推進には、ヘルスプロモーションの考え方に基づき、行

政機関のみならず、さまざまな関係機関との連携を強め、個人の健康づくりを総合的

に支援する環境づくりが必要です。また、積極的な社会活動への参加が、個人の健康

状態、生活の質に深く影響することが指摘されており、地域のつながりづくりや社会

参加の促進が求められています。 
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（５）健康寿命の延伸 

健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常生活を送ることができる期間のこと

を指します。全国的に平均寿命は伸びており、本町の平均寿命も伸びています。こう

した平均寿命の延伸とともに、健康な期間だけではなく不健康な期間も延びることが

予想されています。 

健康寿命と平均寿命の差が拡大すれば、医療・介護等の負担が大きくなるとともに、

個人の生活の質（ＱＯＬ）の低下を招きます。本町では特定健診受診率は年々増加し

ているものの、約４割となっています。 

今後も健診等による健康チェックを町民に促すとともに、日ごろから生活習慣の改善

に努めることで、健康寿命を延伸させるように努めていきます。 

 
 

（６）健康格差の縮小 

社会経済状況の変化にともない、健康格差の存在が指摘され、今後さらに拡大して

いくことが懸念されています。性別や年齢、社会経済的な立場などを問わず、あらゆ

る世代の健康な暮らしを支える社会環境を整備することにより、健康格差の縮小を実

現することが重要です。 

健康への関心や意識はあるものの、忙しく時間がとれない、必要な情報が得られな

い等によって健康になるための行動がとれない人々に対して、健康づくりに取り組み

やすい情報提供や社会環境の整備が必要です。 
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 ３ 計画の体系 

計画を推進していくために、以下の体系で施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 

基
本
理
念 

】 

【 

取
組
の
指
針 

】 

【 

施
策 

】 
休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康 

（６） 

歯
・
口
腔
の
健
康 

（５） 

身
体
活
動
・
運
動 

（３） 

タ
バ
コ
・
ア
ル
コ
ー
ル 

（４） 

健
康
づ
く
り 

（１） 

栄
養
・
食
生
活 

（
食
育
推
進
計
画
を
含
む
） 

（２） 

① 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

② ２０代～３０代への健康づくり 

③ ライフステージに応じた健康づくり 

④ 地域のつながりを活用した健康づくり 

⑤ 健康寿命の延伸 

⑥ 健康格差の縮小 

健やかで心豊かな町民であふれるまち 
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 ４ 計画の推進 

（１）健康づくり 

 

 

 

 

 

自身の健康を守り維持していくためには、定期的に町や職場での健康診断を受けて、

自分の健康状態を適切に把握し、生活習慣を見直しや早期発見・早期治療につなげる

ことが大切です。本町の特定健康診査の受診率は約４割程度、がん検診の受診率は約

２～３割程度で、今後も受診率の向上を図ることが必要です。 

また、生活習慣病予防やメタボリックシンドロームの予防のための取り組みについ

て周知啓発を図り、生活習慣病予防への取り組みの強化が必要です。 

また、自分らしく地域で暮らし、疾病の重症化や心身の機能低下を防ぐためにも、

日ごろからかかりつけ医を持つなど、健康管理を行うことが大切です。 

 

 

課 題 

○ 健康かすや 21 の認知度が 28.4％である。 

○ 特定健診の受診率は改善しているが、国の目標に比べて低い状況である。 

○ がん検診の受診率が 20～30％であり、国の目標の 50～60％と比べて低い状

況である。 

○ アンケートにおいて、40 歳代以上の 17.5%の人が特定健診を知らないと答え

ている。  

○ 健康づくりを推進していく上で「健康診査の充実（特定健診、がん検診など）」

が重要だと思う人の割合が 54.8％と最も高い。 

○ 自分の最近の健康状態について健康と思う人が 85.7％と高いが、自分の生活習

慣に問題があると思う人も 58.0％と多い。若い世代で、食習慣や運動習慣に問

題がある人が多いものの、生活習慣について問題だと思う人は少ない。 

○ 20～30 歳代で女性の健診等の受診率が低く３割が受けていない。 

○ 健康に関する情報が足りていないと感じる 20～30 歳代が多く５割を超えてい

る。 

  

毎年受けよう！特定健診＆がん検診！ 
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数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

健康かすや 21 の認知度 20 歳以上 37.0% 28.4% 45% 

特定健康診査の受診率 40～74 歳 35.5% 
Ｈ29：
39.9％ 

60% 

胃がん検診の受診率 40 歳以上 20.3% 
Ｈ29：
19.8％ 

35% 

肺がん検診の受診率 40 歳以上 23.4% 
Ｈ29：
25.8％ 

35% 

大腸がん検診の受診率 40 歳以上 23.6% 
Ｈ29：
26.2％ 

35% 

子宮頸がん検診の受診率 20 歳以上 28.0% 
Ｈ29：
21.9％ 

35% 

乳がん検診の受診率 40 歳以上 31.6% 
Ｈ29：
35.8％ 

40% 

 

町の事業 

事業名 概要 担当課 

特定健診 
40 歳から 75 歳未満の国民健康保険加入者を
対象に特定健診を実施する 

健康づくり課 

特定保健指導 
国の基準に応じて、生活習慣病予防・改善の
ための保健指導を実施する 

健康づくり課 

その他保健指導 
健診結果に応じて、生活習慣病予防・改善の
ための保健指導を実施する 

健康づくり課 

がん検診等 

胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子
宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検査、骨量測定、結核検診を実
施する 

健康づくり課 

基本健診 
無保険の方や 30 歳代の方を対象に健診を実
施する 

健康づくり課 

他保険者健診の同時
実施 

他保険者の健診を実施し、健診を受診しやす
い環境を作る 

健康づくり課 

生活習慣病予防教室 
生活習慣病の予防を目的とした教室を開催
する 

健康づくり課 

健康相談 
健康づくりに関する身近な相談窓口として、
月に１回実施する 

健康づくり課 

健康教育 
町のイベントや公民館等の各地域において、
健康づくりに関する講座や教室を開催する 

健康づくり課 

 

啓発事業 
町行事にて健康に関する展示や正しい知識の
普及活動を実施する 

健康づくり課 

出前講座 
地域の公民館等で健康に関する講話を実施す
る 

健康づくり課 

ゆうゆうサロン 
地区の公民館で行われているゆうゆうサロン
での参加者やボランティアに健康教育を実施
する 

介護福祉課 
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健診の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出前講座の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校フェスタの様子（健康かすや２１） 
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具体的な取組 

個人の取組 

○生活習慣病についての正しい知識を身につけ、健康づくりに努め
ます。 

○規則正しい生活習慣を心がけます。 

○健康な時から定期的に健康診査を受け、自分の体のチェックを行
います。 

○家族ぐるみで正しい生活習慣を身につけます。 

○自分の健康状態に関心を持ち、生活習慣病などの予防を意識した
より良い生活習慣を心がけます。 

○体重を定期的に測り、適正体重の維持に努めます。 

○地域や職場の健康づくり活動に、積極的に参加します。 

○町が行う健康づくり教室などに積極的に参加します。 

地域・グループの 
取組 

○周りの人に声をかけあって、健康診査を受診します。 

○生活習慣病やメタボリックシンドローム、健康診査の必要性につ
いて学ぶ場を設けます。 

○健康に関する情報を積極的に取り入れることができるように、地
域・職場などで周知を図ります。 

○身近なかかりつけ医・歯科医・薬局による情報提供をします。 

○保護者に、健康について学習するための機会をつくります。 

町の取組 

○啓発事業（健診・健康かすや 21） 

 広報やホームページ、町行事などを活用し、健診（検診）の必要
性を周知します。未受診者対策として、個別に電話や訪問等で受
診勧奨を実施します。 

 また、健康づくりに関する正しい知識を普及するため、健康かす
や 21 週間や小学校のフェスタ、町の行事等で健康に関する普及啓
発します。 

○子育て世代への健康づくり支援 

 乳幼児健康診査・育児相談などを通して、子どもと家族の健康に
ついて啓発します。子育て中でも参加しやすい教室等を企画しま
す。また、幼稚園・保育園等とも連携します。 

○対象者に合わせた保健指導の充実 

 対象者の生活習慣に合わせた保健指導を実施します。 

○健康教育の充実 

 粕屋町の健康課題や実践できる健康活動等の周知に努めます。 

○医療機関との連携 

 医療機関と連携し、かかりつけ医をもつことの重要性について啓
発します。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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（２）栄養・食生活 

 

 

 

 

 

栄養・食生活は、健康の基本であり、町民一人ひとりが心身ともに成長し、健康を

維持増進していくために、必要な情報や知識を得ること、バランスのとれた食事を摂

取することなど、正しい食習慣を身につけることが大切です。規則正しい食事の習慣

は、健康的な心身を作り、活力ある日常生活を支える上で不可欠です。 

健康寿命の延伸には、特定の食品に偏ることなく、栄養バランスのとれた食事や、

健康につながる多様な食生活の取組を継続することが重要であることから、栄養・食

生活に関する知識の普及啓発が必要です。 

特に、本町は若い世代が多く、その中には子育て世帯も多く含まれることが考えら

れます。子育て世帯については、働き家庭や核家族も増加しており、親の食習慣が子

どもに影響が及ぶことが考えられ、健診などの場面を用いて働きかけていく必要があ

ります。 

また、本計画（後期計画）からは、食育推進計画も一体的に策定します。保育園・

幼稚園、学校などと協力して、幼少期から食の大切さや食文化、生活習慣病予防のた

めに正しい食事の摂り方などを伝えていく必要があります。 

 

課 題 

○ 自分の適性体重を知らないと答えた割合が 32.7％である。また肥満の割合は

22.2％、やせの割合は 8.7％である。20～30 歳代で知らない人が多い。 

○ 適正体重を理解してコントロールしていない人が 46.8％。特に、女性の 30 歳

代で高く、６割を超えている。 

○ 食べ過ぎや早食いなど食習慣に問題があると答えた割合は 66.0％である。  

○ 週１回以上甘味飲料を飲むと答えた割合は 64.0％である。 

○ 毎日甘味飲料を飲むと答えた 30～40 歳代で高くそれぞれ 25.8％、23.8％で

ある。 

○ 朝食を欠食する人の割合は 24.5％である。男性の 20～30 歳代、女性の 20

歳代で４割近くが朝食を欠食している。世帯構成でみると、一人暮らしが最も朝

食を欠食している人が多く、３世代以外は２割近くが朝食を欠食している。 

○ 朝食を欠食する理由は 30 歳代女性で食べる時間がないが 60.0％である。 

  

食べ方変えてスマートライフ！ 
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○ 自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の割合は

41.1％であるが、女性に比べ男性で改善の意欲が低い人が多い。 

○ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上のことがほぼ毎日である

人の割合は 49.5％である。20～30 歳代の女性で食事のバランスが十分に取れ

ていない。 

○ 若い世代の食生活の乱れが多いが、生活習慣に問題だと認識しておらず、運動習

慣が不足していると認識している。 

○ ラーメンやうどんなどのスープを全部飲む人は 26.5％である。男性の 40～64

歳の割合が高い。 

 

 

数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

朝食を欠食する人の減少 

20 歳以上 18.4% 24.5% 15% 

女性 

（20歳～30歳代）
 23.8% 15% 

自分の食生活に問題があると思う人
のうち、食生活の改善意欲のある人
の増加 

男性 

（20 歳以上）
66.3% 70.8% 75% 

女性 

（20 歳以上）
81.7% 79.0% 85% 

甘味飲料をほぼ毎日飲む人の減少 20～40 歳代 22.8% 23.9% 20% 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食
事が１日２回以上のことがほぼ毎日
であるの人の増加 

20 歳以上 57.4% 49.5% 65% 

女性 

（20歳～30歳代）
 36.2% 50% 
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町の事業 

事業名 概要 担当課 

栄養相談 管理栄養士による個別栄養相談を実施する 健康づくり課 

食生活改善推進員養
成講座 

食生活改善推進員の養成を目的とした講座を
開催する 

健康づくり課 

食生活改善推進会と
の連携事業 

地域における食育や健康づくりに関する活動
を実施する 

健康づくり課 

親子料理教室 

年長児とその保護者を対象に食育教室を実施
する 

子ども未来課 

児童・生徒とその保護者を対象に、食育の一
環として料理教室を実施する 

給食センター 

食育指導 

食育指導計画に基づき児童の発達に合わせた
食育指導を実施する 

子ども未来課 

食への感謝の気持ちや栄養に関する知識を普
及する。給食試食会を通して、保護者に給食
への関心を高める 

学校教育課 

介護予防事業 
低栄養予防やフレイル予防の知識を普及して
いく 

介護福祉課 

給食時間における栄
養教諭の学校訪問 

栄養教諭が学校に出向き、給食時間に食に関
する指導を実施する 

給食センター 

学校給食センター試
食会 

給食への理解を深めてもらうことを目的と
し、試食会を開催する 

給食センター 

 

 

食進会の活動 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※健診時減塩味噌汁提供の様子    ※働き世代のらくらく時短クッキング教室 

  



 
33 

 

具体的な取組 

個人の取組 

○朝食をしっかりとる、間食を食べすぎない、夜遅くに食べないな
ど、規則正しい食生活を心がけます。 

○忙しい時でも、バランスの良い食事を取るよう心がけます。 

○自分の適量を知り、暴飲暴食をしないように心がけます。 

○自分の適性体重を維持します。 

○１日１回は、家族や仲間がそろって楽しい食事をとります。 

○お菓子やジュースなどを控え、薄味で栄養のバランスがとれた食
事を心がけます。 

○外食やコンビニ食でも、何をどれだけ食べたらよいかを考えて選
ぶよう心がけます。 

○野菜１日 350 グラムの目安を知り、野菜をしっかり摂取できるよ
う心がけます。 

○ラーメンやうどんなどのスープを全部飲まず、減塩に心がけます。

○栄養教室、料理講習会などに積極的に参加します。 

○小さい頃から栄養や食生活に興味を持つよう、食育を行います。

○食事が単調にならないようにし、低栄養に気をつけます。 
 

地域・グループの 
取組 

○行政と連携して、食に関する情報を発信します。 

○若い世代が食育にふれる機会を地域の団体などと連携し、提供し
ます。 

○地域で食育の知識を普及していきます。 

○保育園・幼稚園や学校で保護者に対して、あらゆる機会を通じて、
食生活や食習慣の重要性を周知し、保護者自身の食習慣の改善や
子どもの食生活の充実・改善につなげます。 

○地域サロンなどで、地域の仲間と楽しく食事をとる機会を提供し
ます。 

町の取組 

○生活習慣病予防の啓発 

 保健指導や健康教育等を通して、適正体重の維持やバランスのと
れた食事について知識の普及啓発を行います。また、食生活改善
推進会と共同しながら、望ましい食生活を普及啓発します。（健診
時の減塩味噌汁提供、食育講話や調理補助等） 

○ライフステージに応じた食事指導 

 マタニティ栄養教室や離乳食教室、特定保健指導、高齢者のフレ
イル予防等、対象者に合わせた食事指導を行います。 

○食生活改善推進会活動の推進 

 町の食に関するボランティア活動がより活発になるように連携し
ます。また、食生活推進員の養成教室を実施します。 

○食育指導 

 保育園・幼稚園での園生活や給食を通じて、適切な食事のとり方
や望ましい食習慣の定着を図り、楽しい食体験を多く重ねる機会
を設けます。また、保護者には給食試食会や給食だよりを通して
食に関する啓発を行い、家庭での食育の実践につなげます。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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（３）身体活動・運動 

 

 

 

 

 

身体活動・運動は、健康の保持増進、生活習慣病予防、こころの健康、生活の質の

向上、高齢者の寝たきり予防など健康づくりへの効果が得られます。 

生涯健康でいきいきと過ごすために、意識して体を動かし、自分にあった運動を楽

しみながら行えるよう、運動・身体活動に関する知識の普及啓発が必要です。 

また、身体活動・運動を定着させるために年代やライフスタイルに応じて日常生活

で行うことができる身体活動や運動を提案し、継続できるような取り組みや地域と連

携した環境づくりが重要です。 
 

課 題 

○ 運動不足と答えた割合は 76.0％であり、年代別にみると 30～40 歳代の割合

が高い。 

○ 運動習慣のある人の割合は女性の 20～64 歳で 15.8％と低くなっている。 

○ 健康づくりを推進していく上で「運動施設・公園・歩道などの整備」が重要だと

思う人の割合が 51.8％である。 

○ 健康のために「ウォーキングなどの軽スポーツに取り組む」と考える人の割合が

68.2％と最も高い。 

○ 日常的に運動していない人の割合は 32.7％である。 
 

数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

運動習慣のある人の増加 

「週１日以上、１回 30 分以上、 
１年以上継続して運動している」 

男性 

（20～64 歳）
15.1% 34.0% 現状維持 

女性 

（20～64 歳）
28.7% 15.8% 30% 

男性 

（65 歳以上）
35.0% 41.2% 現状維持 

女性 

（65 歳以上）
29.4% 47.4% 現状維持 

 
  

元気でいきいき運動習慣！ 
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町の事業 

事業名 概要 担当課 

ウォーキング日 
運動の継続や仲間づくりを目的として、月に
２回程度のウォーキング日を開催する 

健康づくり課 

運動教室 
生活習慣病予防と運動習慣の改善を目的とし
た教室を開催する 

健康づくり課 

ウォーキングマッ
プ・看板の作成 

町内５コース作成し、ウォーキングの普及を
目的とする 

健康づくり課 

介護予防事業 
フレイル予防やロコモティブシンドロームに
ついて啓発する 

介護福祉課 

体力テスト 
自身の体力を知り、運動習慣を身につける機
会として実施する 

社会教育課 

軽スポーツ大会 軽スポーツの普及を目的に開催する 社会教育課 

町民運動会 
町民相互の融和と親交並びに各分館の親睦を
図り、明るく健康な町づくりに資することを
目的として実施する 

社会教育課 

 
 

スマイル会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングマップ 
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具体的な取組 

個人の取組 

○近場の移動は、自動車の利用を控えて、徒歩や自転車の利用を
心がけます。 

○気軽に取り組める運動から体を動かします。 

○各種スポーツイベントや各種運動教室に積極的に参加します。 

○今より１日 10 分多く身体を動かすことを心がけます。 

○ライフスタイルに合わせて、日々の活動量を維持・増進します。

○万歩計を活用して、日頃の運動量の把握に努めます。 

○さまざまな地域活動に積極的に参加します。 

地域・グループの 
取組 

○地域での自主的なスポーツ団体・サークル等を運営し、スポー
ツの普及に努めます。 

○地域行事に、スポーツの機会を積極的に取り入れます。 

○ウォーキング等、気軽な運動ができるよう環境整備に努めます。

○職場などでスポーツなどを通じて、体を動かす機会を増やしま
す。 

○子どもと大人が安心して遊べる遊び場や機会を提供します。 

○各種関係団体が地域の中で体を動かす場をつくります。 

町の取組 

○日常生活における運動の啓発 

町の広報や保健指導などを通じて、運動の大切さについて普及
啓発します。また、気軽に取り組める運動を周知するために、
健康づくりや介護予防のための運動教室を実施します。 

○ウォーキングの普及 

ウォーキング日を設け、スマイル会と協働してウォーキングの
普及に努めます。 

○運動しやすい環境の整備 

 住民が気軽に身体を動かせるように公園やスポーツ施設の維持
簡易を行います。また、幅広い年齢層が参加できるスポーツイ
ベントを開催します。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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（４）タバコ・アルコール 

 

 

 

 

 

喫煙は、がんや循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、歯周病のほか、

低出生体重・胎児発育遅延や早産の原因のひとつにもなります。また、周囲の人に対

して受動喫煙による健康被害を及ぼします。 

一人ひとりが、喫煙が健康に及ぼす害を認識し、たばこに関する正しい知識を持ち

行動できるよう情報提供を行い、受動喫煙防止対策を行うことが必要です。 

また、適度な飲酒は、リラックス効果やコミュニケーションを円滑にするなどの効

果もありますが、過度の飲酒は肝機能障害やアルコール依存症などの健康被害につな

がります。飲酒が健康に与える影響や適正飲酒など正しい知識の普及啓発に加え、ア

ルコール依存症を早期に発見し、相談できる社会的な環境づくりも必要です。 

 

課 題 

○ 町全体で 23％、男性の 31％、女性の 12％が喫煙している。 

○ そのうち、禁煙に関心があると答えた割合が 78.8％であったものの、今すぐは

取り組まないと答えた割合が 54.7％である。  

○ COPD（慢性閉塞性肺疾患）の罹患者数や死亡者数は年々増加傾向であるが、

認知度が低く、アンケートでは 75.2％の人が知らないと答えている。  

○ アルコールを飲むと答えた者のうち、多量飲酒（アルコール量 60ｇ以上）をし

ている割合は 12.2％である。 

○ 国保加入者の多量飲酒者、喫煙者の割合が県内でも高く、改善の意思が低い。 
 

数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

喫煙率の減少 20 歳以上 18.4% 22.8% 15% 

COPD の認知度 20 歳以上 23.6% 21.0% 50% 

生活習慣病のリスクを高める量を飲
酒している者の割合の減少 

男性 

（20 歳以上）
23.4% 16.8% 15% 

女性 

（20 歳以上）
8.9% 8.0% 5% 

  

ルール守って「吸わない」「飲まない」！ 

禁煙・分煙・適正飲酒！ 
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町の事業 

事業名 概要 担当課 

禁煙啓発活動 
保健指導、母子手帳発行時や両親学級の際に、
個別に禁煙の啓発を行う 

健康づくり課 

成人式のアルコール
パッチテスト 

成人式参加者にアルコールパッチテストを実
施し、適正飲酒について啓発を実施する 

健康づくり課 

 

     

成人式アルコールパッチテスト 
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具体的な取組 

個人の取組 

○禁煙・分煙を徹底します。 

○喫煙の害について学びます。 

○喫煙が他人の健康にも影響があることを知り、喫煙マナーを心が
けます。 

○妊婦や未成年者の前で、タバコを吸わないようにします。 

○吸殻のポイ捨てや歩きタバコをしません。 

○ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）について正しい知識を身につけます。

○自分の適量を知り、節度ある飲酒を心がけます。 

○飲酒が体に及ぼす影響について正しく理解し、適切な飲酒量を心
がけ、自己管理できるようにします。 

○休肝日を設けます。 

○勧められても断る意志を持ちます。 

○お酒を飲んだら絶対に車・バイクや自転車の運転をしません。 

○相手に対して飲酒を無理に勧めません。 

地域・グループの 
取組 

○分煙の意識を高め、地域で自主的に分煙の環境整備を進めます。

○未成年者・妊産婦の喫煙と受動喫煙を防止します。 

○喫煙や受動喫煙の健康影響についての普及啓発を行います。 

○公共の場や飲食店などにおける禁煙を進めます。 

○事業所内での受動喫煙防止対策を進めます。 

○節度ある、適度な飲酒についての普及啓発を行います。 

○飲酒の強要防止に努めます。 

○適正な飲酒の意識を高めます。 
 

町の取組 

○タバコに対する正しい地意識の普及 

 喫煙や受動喫煙の健康影響について正しい知識の普及を行いま
す。特に、未成年者・妊産婦の喫煙防止の必要性を普及啓発しま
す。 

○禁煙指導 

 禁煙を希望する人に情報提供し、積極的に支援します。 

○公共施設での禁煙・分煙の推進 

 公共施設での禁煙を徹底します。また、職場、飲食店などの公共
的な空間における受動喫煙防止を推進します。 

○適正な飲酒についての普及啓発 

 飲酒の適正量や過剰飲酒習慣の予防に関する情報提供に取組み
ます。 

○多量飲酒者やアルコール依存症者の支援 

 関係機関と連携し、多量飲酒者やアルコール依存者の支援を行い
ます。また、相談窓口の紹介も行います。 

○飲酒運転の撲滅 

 飲酒運転の撲滅を図るため、様々な機会で啓発を行います。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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（５）歯・口腔の健康 

 

 

 

 

 

歯や口腔の健康は、おいしく食べる、会話を楽しむなど、豊かで質の高い生活を送

るために欠かせないものです。歯の喪失原因となるむし歯や歯周病の発症には、生活

習慣が大きく関与しています。歯科疾患を予防し、口腔機能を育成・維持・向上でき

るよう、ライフステージ毎の特徴を踏まえた、正しい歯や口腔のケアに関する知識の

普及啓発が必要です。 

 

課 題 

○ 歯科医院を定期的に受診しないと答えた割合は 59.7％である。 

○ デンタルフロス（糸ようじ）や歯間ブラシを使っていない人の割合が 52.2％

である。 

○ 歯の本数が 28 本以上ある人の割合が 50 歳～64 歳で急激に減少し、44.0%で

ある。 

 

数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

定期的な歯石除去や歯面清掃を受け
る人の増加 

20 歳以上 37.6% 39.3% 50%

 

町の事業 

事業名 概要 担当課 

成人歯科健診 対象年齢の方に歯科健診を実施する 健康づくり課 

乳幼児健診 
（フッ素塗布・ブラ
ッシング指導） 

乳幼児健診の際にフッ素塗布とブラッシング
指導を実施する 

健康づくり課 

出前講座 
保育園や親子サロンにおいて歯の健康に関す
る講話を実施する 

健康づくり課 

介護予防事業 
歯の健康はフレイル予防につながることか
ら、介護予防のために、口腔機能の維持を啓
発する 

介護福祉課 

小学校におけるフッ
化物洗口事業 

小学校において保護者の同意が得られた児童
に対しフッ化物洗口を実施する 

学校教育課 

  

よい歯でおいしく健康づくり！ 
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具体的な取組 

個人の取組 

○かかりつけ歯科医師をもち、定期的に歯科健診を受けます。 

○歯みがき、仕上げみがきを習慣づけます。 

○お菓子やジュースなどの甘いものの摂りすぎに注意して、虫歯を
予防します。 

○歯の健康に関心を持ち、正しいブラッシングを毎日行います。 

○歯周病は、生活習慣病であることを認識します。 

○歯と口の健康に関心を持ち、よくかんで食べます。 

○「８０２０」を目標に、歯や口の健康に対する意識を高めます。

地域・グループの 
取組 

○歯の健康づくりに関して学ぶ場を提供します。 

○親子サロンなどの場を活用し、子どもの歯・口の健康状態や歯の
手入れの仕方やおやつの与え方などを学ぶ機会を設けます。 

○かかりつけ歯科医を持つことを推進します。 

○オーラルフレイル予防の周知と、口腔機能の維持向上を図る場を
つくります。 

○職場での健康診査などを通じて、歯や口の健康に関する知識や情
報を提供します。 

町の取組 

○歯に関する知識の普及 

 健診や保健指導などを通じてむし歯の予防や、歯周病について、
歯と生活習慣病の関係について正しい知識の普及啓発に努めま
す。 

○定期的な歯科健診のすすめ 

 定期的な歯科健診の必要性について周知し、かかりつけ歯科医の
普及に努めます。また、乳幼児健診や成人歯科健診の実施及び受
診勧奨に努めます。 

○むし歯予防 

 乳幼児健診では、むし歯予防の一つの方策であるフッ化物塗布を
推進します。また、正しい歯の手入れの仕方や、おやつの与え方
など正しい知識を伝えます。 

○8020 運動の推進 

 歯の健康は、フレイル予防につながることから、介護予防のため
に口腔機能の維持を啓発します。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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（６）休養・こころの健康 

 

 

 

 

 

休養・こころの健康は、いきいきと自分らしく生きるための重要な要素です。ここ

ろの健康を保つには、休養の重要性を認識し、十分な睡眠をとり、ストレスと上手に

付き合うことが大切です。一人ひとりが心の病気に対する正しい知識を持ち、食生活

や運動などを含めた適切なストレスマネジメントを行うために、こころの健康に関す

る情報提供や知識の普及啓発を行うとともに、身近に相談できる体制の充実が必要で

す。 

また、友人や地域のつながりが強い人ほど、身体的・精神的健康状態が良好といわれ

ており、本人はもとより、周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声かけをするなど、

社会全体での支え合いが大切です。 

 

課 題 

○ 睡眠で休養が十分にとれていないと答えた割合が 28.3％である。  

○ ストレスや悩みがあるが、そのストレス解消法を持っていないと答えた割合は

23.4％である。 

○ 最近１ヶ月間で、悩み事やストレスを感じたことがある人の割合が 65.5％であ

る。 

○ 睡眠で休養が十分にとれていない人ほど、悩み事やストレスを感じたことがある

人が多い。 

○ 健康のために「質のよい睡眠をとる」と考える人の割合が 51.2％である。 

○ 不安や悩み、ストレス等についての相談先は、「家族・親族」の割合が最も高く、

次いで「友人・知人」、「職場の上司・同僚」の順である。 

 

数値目標 

目標 対象 
現状値 

(平成25年度)
中間値 

（平成30年度） 
目標値 

(平成35年度)

睡眠による休養を十分とれていない
者の割合の減少 

20 歳以上 28.3% 28.3% 20%

  

質の良い睡眠・休養を心がけよう！ 
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町の事業 

事業名 概要 担当課 

健康相談 身近な相談窓口として、月に１回実施する 健康づくり課 

相談窓口の普及啓発 
健診受診者を対象に健診結果に心の相談窓口
の一覧を掲載したチラシを同封する 

健康づくり課 

介護福祉課 

 

具体的な取組 

個人の取組 

○規則正しい生活リズムを身につけ、十分な睡眠をとります。 

○心配ごとを相談できる相手をもちます。 

○自分にあったストレス解消法を身につけます。 

○自分の時間を大切にし、心身のリフレッシュを図ります。 

○仕事とプライベートにおいて、気持ちの切り替えができるようにし
ます。 

○適度な運動に取組みます。 

○こころの問題を相談できる機関を知っておきます。 

○こころの悩みを抱えている人に気づいたら話を聞き、必要であれば
専門の相談機関につなげます。 

地域・グループの 
取組 

○互いに声をかけあい、相談しやすい地域づくりを推進します。 

○様々なイベントや行事において、人と人とのつながりを持てる機会
を提供します。 

○睡眠やストレスなど、こころの健康づくりに関する情報提供を行い
ます。 

○地域で、規則正しい生活リズムが身につくような取組を推進してい
きます。 

○生きがいづくりに関するボランティアの育成やボランティアが活
躍できる場を提供します。 

○地域の親子サロンやこども館などの子育て支援の場を活用し、親同
士の交流の場を設けます。 

○地域のサロンなど、外出や交流の機会を作ります。 

○地域でこころの悩みを抱えている人を早期に発見し、必要な支援に
つなげていくため、地域での声かけや見守りなどを行います。 

 

町の取組 

○こころの健康に関する情報提供 

 睡眠やストレス解消法など、こころの健康づくりに関する情報の
提供に努めます。 

○こころの相談 

 乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査、相談などをきっかけとして、
支援が必要な方に適切な情報提供と支援を行います。 

○相談窓口の紹介 

 こころの健康に関する相談窓口について情報提供・周知に努めま
す。 
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【タイトルタイトルタイトル】 

コラム予定 
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